
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
を
推
進
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
案

に
対
す
る
附
帯
決
議

平
成
二
十
六
年
六
月
十
七
日

参
議
院
厚
生
労
働
委
員
会

政
府
は
、
公
助
、
共
助
、
自
助
が
最
も
適
切
に
組
み
合
わ
さ
れ
る
よ
う
留
意
し
つ
つ
、
社
会
保
障
制
度
改
革
を
行
う
と
と
も

に
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
べ
き
で
あ
る
。

一
、
地
域
に
お
け
る
公
的
介
護
施
設
等
の
計
画
的
な
整
備
等
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

１

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
推
進
に
当
た
っ
て
は
、
地
域
の
実
情
に
十
分
配
慮
し
た
上
で
、
実
施
体
制
の
充
実
及
び
機

能
の
強
化
を
図
り
、
そ
の
実
現
に
努
め
る
こ
と
。

２

地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の
た
め
に
都
道
府
県
に
設
け
ら
れ
る
基
金
の
配
分
に
当
た
っ
て
は
、

実
効
性
、
公
正
性
及
び
透
明
性
が
十
分
に
確
保
さ
れ
る
よ
う
、
総
合
確
保
方
針
を
策
定
し
、
官
民
の
公
平
性
に
留
意
す
る

と
と
も
に
、
成
果
を
適
正
に
判
定
す
る
た
め
の
事
業
実
施
後
の
評
価
の
仕
組
み
の
構
築
を
急
ぐ
こ
と
。

二
、
医
療
法
の
一
部
改
正
に
つ
い
て
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１

医
療
提
供
体
制
等
に
つ
い
て

ア

病
床
機
能
の
報
告
に
当
た
っ
て
は
、
報
告
内
容
が
医
療
機
関
に
過
度
の
負
担
と
な
ら
な
い
よ
う
留
意
す
る
と
と
も

に
、
地
域
医
療
構
想
の
策
定
に
お
い
て
将
来
に
お
け
る
医
療
機
能
の
必
要
量
が
適
切
に
推
計
さ
れ
、
ま
た
、
そ
の
実
現

に
資
す
る
よ
う
、
都
道
府
県
に
対
し
、
適
切
な
指
針
の
提
示
や
研
修
及
び
人
材
育
成
等
の
必
要
な
支
援
を
行
う
こ
と
。

イ

病
床
機
能
の
再
編
に
当
た
っ
て
は
、
地
域
に
お
い
て
医
療
機
関
相
互
の
協
議
が
尊
重
さ
れ
る
と
と
も
に
、
保
険
者
及

び
地
域
住
民
の
意
見
が
反
映
さ
れ
る
よ
う
配
慮
す
る
こ
と
。

ウ

医
療
従
事
者
の
確
保
に
当
た
っ
て
は
、
医
師
の
地
域
又
は
診
療
科
間
の
偏
在
の
是
正
等
に
留
意
し
つ
つ
、
医
療
需
要

を
満
た
す
よ
う
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

エ

医
療
従
事
者
の
勤
務
環
境
の
改
善
に
つ
い
て
は
、
医
療
従
事
者
の
離
職
防
止
及
び
定
着
促
進
の
観
点
か
ら
、
関
係
団

体
の
意
見
を
十
分
に
尊
重
す
る
と
と
も
に
、
取
組
が
遅
れ
て
い
る
医
療
機
関
に
も
必
要
な
支
援
が
な
さ
れ
る
よ
う
、
都

道
府
県
に
対
し
十
分
な
協
力
を
行
う
こ
と
。
ま
た
、
い
わ
ゆ
る
チ
ー
ム
医
療
の
推
進
を
含
め
た
医
療
提
供
体
制
の
抜
本

的
改
革
の
推
進
に
努
め
る
こ
と
。

オ

国
民
皆
保
険
の
下
で
行
う
医
療
事
業
の
経
営
の
透
明
性
を
高
め
る
た
め
、
一
定
の
医
療
法
人
の
計
算
書
類
の
公
告
を

2



義
務
化
す
る
こ
と
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
。

カ

臨
床
研
究
に
お
け
る
不
正
行
為
を
排
除
し
、
臨
床
研
究
に
対
す
る
国
民
の
信
頼
を
回
復
さ
せ
る
た
め
、
研
究
デ
ー
タ

の
信
頼
性
が
確
保
さ
れ
る
体
制
が
整
備
さ
れ
る
よ
う
、
臨
床
研
究
中
核
病
院
の
承
認
基
準
を
定
め
る
こ
と
。

キ

医
療
提
供
体
制
の
政
策
立
案
か
ら
評
価
、
見
直
し
に
至
る
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
の
実
効
性
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、

そ
の
過
程
に
お
け
る
患
者
、
住
民
、
保
険
者
の
参
画
を
図
る
こ
と
。
あ
わ
せ
て
科
学
的
知
見
に
基
づ
い
た
制
度
の
設
計

と
検
証
に
資
す
る
た
め
、
医
療
政
策
人
材
の
育
成
を
推
進
す
る
こ
と
。

２

医
療
事
故
調
査
制
度
に
つ
い
て

ア

調
査
制
度
の
対
象
と
な
る
医
療
事
故
が
、
地
域
及
び
医
療
機
関
毎
に
恣
意
的
に
解
釈
さ
れ
な
い
よ
う
、
モ
デ
ル
事
業

で
明
ら
か
と
な
っ
た
課
題
を
踏
ま
え
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
適
切
な
策
定
等
を
行
う
こ
と
。

イ

院
内
事
故
調
査
及
び
医
療
事
故
調
査
・
支
援
セ
ン
タ
ー
の
調
査
に
大
き
な
役
割
を
果
た
す
医
療
事
故
調
査
等
支
援
団

体
に
つ
い
て
は
、
地
域
間
に
お
け
る
事
故
調
査
の
内
容
及
び
質
の
格
差
が
生
じ
な
い
よ
う
に
す
る
観
点
か
ら
も
、
中
立

性
・
専
門
性
が
確
保
さ
れ
る
仕
組
み
の
検
討
を
行
う
こ
と
。
ま
た
、
事
故
調
査
が
中
立
性
、
透
明
性
及
び
公
正
性
を
確

保
し
つ
つ
、
迅
速
か
つ
適
正
に
行
わ
れ
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。
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ウ

医
療
事
故
調
査
制
度
の
運
営
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
は
、
本
制
度
が
我
が
国
の
医
療
の
質
と
安
全
性
の
向
上
に
資

す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
公
的
費
用
補
助
等
も
含
め
そ
の
確
保
を
図
る
と
と
も
に
、
遺
族
か
ら
の
依
頼
に
よ

る
医
療
事
故
調
査
・
支
援
セ
ン
タ
ー
の
調
査
費
用
の
負
担
に
つ
い
て
は
、
遺
族
に
よ
る
申
請
を
妨
げ
る
こ
と
に
な
ら
な

い
よ
う
最
大
限
の
配
慮
を
行
う
こ
と
。

三
、
介
護
保
険
法
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

１

介
護
予
防
訪
問
介
護
及
び
介
護
予
防
通
所
介
護
の
地
域
支
援
事
業
へ
の
移
行
に
当
た
っ
て
は
、
専
門
職
に
よ
る
サ
ー
ビ

ス
提
供
が
相
応
し
い
利
用
者
に
対
し
て
、
必
要
な
サ
ー
ビ
ス
が
担
保
さ
れ
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
策
定
を
行
っ
た
上
で
、
利

用
者
の
サ
ー
ビ
ス
選
択
の
意
思
を
十
分
に
尊
重
す
る
と
と
も
に
、
地
域
間
に
お
い
て
サ
ー
ビ
ス
の
質
や
内
容
等
に
格
差
が

生
じ
な
い
よ
う
、
市
町
村
及
び
特
別
区
に
対
し
財
源
の
確
保
を
含
め
た
必
要
な
支
援
を
行
う
こ
と
。

２

軽
度
の
要
介
護
者
に
対
し
て
は
、
個
々
の
事
情
を
勘
案
し
、
必
要
に
応
じ
て
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
へ
の
入
所
が
認
め

ら
れ
る
よ
う
、
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

３

い
わ
ゆ
る
補
足
給
付
に
際
し
、
資
産
を
勘
案
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
不
正
申
告
が
行
わ
れ
な
い
よ
う
、
公
平
な
運
用
の

確
保
に
向
け
、
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。
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４

一
定
以
上
所
得
者
の
利
用
者
負
担
割
合
の
引
上
げ
に
際
し
、
基
準
額
を
決
定
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
所
得
に
対
し
て
過

大
な
負
担
と
な
ら
な
い
よ
う
に
す
る
と
と
も
に
、
必
要
な
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
控
え
が
起
き
な
い
よ
う
十
分
配
慮
す
る
こ

と
。

５

介
護
・
障
害
福
祉
従
事
者
の
人
材
確
保
と
処
遇
改
善
並
び
に
労
働
環
境
の
整
備
に
当
た
っ
て
は
、
早
期
に
検
討
を
進

め
、
財
源
を
確
保
し
つ
つ
、
幅
広
い
職
種
を
対
象
に
し
て
実
施
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

６

介
護
の
現
場
に
お
い
て
は
、
要
介
護
者
個
々
の
心
身
状
態
に
応
じ
た
密
度
の
濃
い
支
援
を
適
切
に
実
施
す
る
こ
と
が
で

き
る
有
資
格
者
に
よ
る
介
護
を
行
う
こ
と
。

四
、
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

１

指
定
研
修
機
関
の
基
準
や
研
修
内
容
の
策
定
に
当
た
っ
て
は
、
医
療
安
全
上
必
要
な
医
療
水
準
を
確
保
す
る
た
め
、
試

行
事
業
等
の
結
果
を
踏
ま
え
、
医
師
、
歯
科
医
師
、
看
護
師
等
関
係
者
の
意
見
を
十
分
に
尊
重
し
、
適
切
な
検
討
を
行
う

と
と
も
に
、
制
度
実
施
後
は
、
特
定
行
為
の
内
容
も
含
め
、
随
時
必
要
な
見
直
し
を
実
施
す
る
こ
と
。

２

特
定
行
為
の
実
施
に
係
る
研
修
制
度
に
つ
い
て
は
、
そ
の
十
分
な
周
知
に
努
め
る
こ
と
。
ま
た
、
医
師
又
は
歯
科
医
師

の
指
示
の
下
に
診
療
の
補
助
と
し
て
医
行
為
を
行
え
る
新
た
な
職
種
の
創
設
等
に
つ
い
て
は
、
関
係
職
種
の
理
解
を
得
つ
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つ
検
討
を
行
う
よ
う
努
め
る
こ
と
。

五
、
歯
科
衛
生
士
法
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

健
康
寿
命
延
伸
の
た
め
に
歯
科
衛
生
士
が
果
た
す
役
割
の
重
要
性
に
鑑
み
、
歯
科
衛
生
士
が
歯
科
医
師
等
と
の
緊
密
な
連

携
の
下
に
適
切
な
業
務
を
行
え
る
よ
う
に
す
る
と
と
も
に
、
歯
科
衛
生
士
が
活
躍
す
る
就
業
場
所
に
つ
い
て
の
環
境
の
整
備

を
図
る
こ
と
。

六
、
看
護
師
等
の
人
材
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

看
護
職
員
の
離
職
者
の
把
握
に
当
た
っ
て
は
、
そ
の
情
報
の
取
扱
い
に
留
意
す
る
と
と
も
に
、
ナ
ー
ス
セ
ン
タ
ー
を
通
じ

た
復
職
支
援
が
適
切
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
必
要
な
体
制
整
備
を
実
施
す
る
こ
と
。

右
決
議
す
る
。
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